
 

 

 

 

 

カーテンを交換しました 

今の家に引っ越して約 20 年、カーテンを交換したことはありませんでした。模様替えやイン

テリアに関心は無く、妻が季節ごとに洗濯してくれるので、汚れが目立つことも一切なかったの

です。 

しかし先日大きく破れていることに気が付いてしまい、観念いたしました。というか、私がカー

テン越しに鍵を開け閉めするので、そこが破れてしまったのです。20年間よく働いてくれまし 
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た。お疲れ様でした。ありがとうございました。 

窓のサイズを測ってニトリへＧｏ！ とにかく驚いた

のは、沢山の機能がうたわれていることです。ＵＶカ

ット、遮像、遮熱、花粉キャッチなど多様です。ただ

小型店舗だったためあまり種類はなく、レースという

よりは薄い布という感じ。外が良く見えません。まあ、

外を見ることもほとんどないので、何となくで購入。 

我
が
家
の
畑 

部屋に付けてみると、少し暗くなってしまいまし

た。ただ、隣の家もそんなに近くないので、必要に応

じて少し開けることで不都合はほとんどありません。 

何よりもすごいのは、その値段です。幅 1.8ｍの出

窓に合うものが何と 2,000 円。腰高ではありますが、

親に「カーテンは高い物」と言われて育った私にとっ

ては驚愕のお値段でした。さすがお値段異常ニトリ。 かろうじて車があることは分かります。 

 ぐんぐん育つスナップエンドウ。 

外の様子が良く見えます。 



雇用調整助成金の上限額引上げ 

かねてから上限額が低すぎることが課題の

一つとされていた雇用調整助成金の 1 日あ

たりの支給額について、１万 5,000 円への引

上げが正式に決定しました。すでに支給され

ている過去の申請分についても、会社で追

加の申請をする必要はなく、ハローワークが

再計算を行って４月１日に遡っての差額が支

給されます。 

また、これまでの上限額（8,330 円）で労使

協定が締結済みである場合、締結し直す必

要はなく、変更して、休業手当率が引き上げ

られる人について引き上げたもので申請す

れば、引き上げたもので支給決定されると、

示されています。（再締結をお勧めしますが） 

さらに、生産指標について、売上への影響

が１年後や特例期間を超えたときなど遅れて

出る業種について、直近の売上に影響する

取引に関する指標で評価することも可能で、

相談により対応可能な部分があり得ると、示

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 この上限額の引き上げ措置は、小学校や

保育園、学童保育などの休校により保護者

が会社を休まなければならない際に支給さ

れる、「小学校等休業対応助成金」について

も適用されます。通常では全く考えられない、

遡って支給するなどの対応も今回のコロナウ

ィルス対応に限り認められています。 

 

◆年金制度改正法が成立しました 

年金受給開始年齢を、本人の希望により

75 歳まで引き上げられることばかりが目立っ

ていましたが、会社経営に係る大きな改正が

あります。 

現在は 501 人（社会保険加入者数）以上

の会社は、週に 30 時間未満しか働かない本

来社会保険に加入しない方も、週 20 時間以

上働くならば社会保険に加入させなければ

ならなくなっています。この会社の規模が、令

和 4年 10月に 100人超、令和 6年 10月に

50人超と引き下げられます。 

確かに社会保険に加入すれば、将来受け

取れる年金額は増えるのですが、労働者は

手取り額が大幅に減少し、会社は社会保険

料の負担が新たに発生します。実質的に抜

け道はありませんので、社員数の多い会社さ

んは意識しておいてください。 

 アグリ労務管理事務所 発行責任者 山川 荘二（代表 特定社会保険労務士）  

 〒321-0923 栃木県宇都宮市下栗町 2916-9 エイムビル 304 

 TEL 028-616-8814  FAX 050-3488-2729 

 E-mail yamakawa@sr-aguri.com URL http://sr-aguri.com 

mailto:yamakawa@sr-aguri.com

